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背景と目的

産業保安分野においては、昨今、新たなテクノロジーの発展、産業保安設備の経年劣化、人材不足といった課題に加え、大
規模災害の常態化等、様々な環境変化の中で、現行の規制が必ずしも現場の実態を反映していない場合や、必ずしも合理
的とは言えない場合がある。

このような変化に対応し、持続的かつより合理的な産業保安体制を構築するため、これまでも経済産業省において、「スマート
保安」の取組を推進してきたところであるが、このような新たなテクノロジーを活用前提とした規制体系やその他事業者の保安コス
ト削減・イノベーション創出に資する合理的な規制体系の検討のためには、国内に留まらず、諸外国の先進的な規制体系を参
考にする必要がある。

また、保安コストの削減、イノベーションの創出等を進めるうえでは、これまでのような画一的な規制体系ではなく、個々の事業
者や産業保安分野ごとのリスク・保安能力に応じた、メリハリある規制体系を構築することも考えられる。例えば、事故の発生可
能性が低い分野・保安能力の高い事業者等対しては、過度な事前規制に替えて、自主保安を促進しつつも、リスクの程度に
よっては、リスク回避を担保する仕組みや災害時における公的機関との連携の確保も必要であり、こういった観点も踏まえた規制
体系を検討する必要がある。

以上のような点を踏まえ、産業保安分野における合理的な規制の検討に資する基礎調査を実施した。
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調査対象国の選定

５カ国選定の考え方を以下に示す。
• エネルギー消費のバランスの観点から多様性を考慮して5カ国を選定。
• bpのStatistical Review掲載の72カ国を対象に、一次エネルギー消費量の構成要素（石油、天然ガス、石炭、原子力、水力、再生可能エ

ネルギー）をもとに10グループのクラスターへのグルーピングを実施。
✓ 手法：各国エネルギー消費量の構成要素のデータを各国最大値で除して正規化し、クラスター間の距離測定には汎用性の高いウォード法（最小分散法）を適用

• グルーピングの結果を以下に示す。（下図参照）。
①中国 ②アメリカ ③インド ④ロシア ⑤日本・ドイツ ⑥カナダ・ブラジル ⑦イギリス、メキシコ、トルコなど12カ国
⑧イラン、サウジアラビア ⑨フランス ⑩シンガポール、オランダなど49カ国

• さらに、産業保安分野におけるリスクアセスメント活用の先進性、地域のバランス（欧州・米国・アジア）、公開されている文献の充実度、等の点
を考慮し、調査対象国としてアメリカ、イギリス、シンガポール、ドイツ、フランスの５カ国を選定した。

• 本調査対象として、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、シンガポールの５カ国を選定した。

（出典） bp Statistical Review of World Energy June 2020 のデータを元に三菱総研作成
http://www.bp.com/statisticalreview, 最終アクセス：2021年1月12日

10グループに
分類する境界線

クラスター分析の樹形図
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海外産業保安規制のステークホルダー概要（アメリカ（テキサス州）（1/2））

【規制当局（中央）】

① 環境保護庁（Environment Protection Agency: EPA）：石油化学、ガス、LPGの製造・輸送に関する環境規制を所管。

② 労働安全衛生庁（Occupational Safety and Health Administration: OSHA）：電力、ガス、LPGに関連する労働安全規制を所管。

③ パイプライン・危険物安全庁（Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration: PHMSA）：運輸省（Department of 
Transportation: DOT）管轄下の機関。石油化学、ガス・LPGの製造・輸送に関する安全規制を所管。

⚫ 石油化学：危険液体パイプライン安全法（Hazardous Liquid Pipeline Safety Act）、パイプライン検査、保護、施行および安全法
（Pipeline Inspection, Protection, Enforcement and Safety Act）

⚫ ガス：天然ガスパイプライン安全法（Natural Gas Pipeline Safety Act）、危険液体パイプライン安全法（Hazardous Liquid Pipeline 
Safety Act）等

⚫ LPG：危険物質（CFR）に関する関連連邦規則集

④ 電気信頼性機構（Electric Reliability Organization: ERO）：連邦エネルギー規制委員会（Federal Energy Regulatory Commission: 
FERC） が監督下の機関。電力の安全に関する主な安全規制（電気信頼規則）を所管。

【第三者/認証機関】

① 全米パイプライン安全代表者協会（National Association of Pipeline Safety Representatives: NAPSR）：PHMSAの認定に基づき、
都市ガス分野の検査を実施。

① その他関連業界団体：調査・提案を通じて、業界標準の策定・普及、認証の実施、規制の改正・新規策定・普及等に関与。

⚫ 石油化学：米国石油協会（American Petroleum Institute: API）、米国燃料・石油化学工業（American Fuel and Petrochemical 
Manufacturers: AFPM）、米国化学工業協会（American Chemistry Council: ACC）、化学プロセス安全センター（Centre for 
Chemical Process Safety: CCPS）、圧縮ガス協会（Compressed Gas Association: CGA）等

⚫ ガス：米国ガス協会（AGS）、米国州間天然ガス協会（INGAA）等
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海外産業保安規制のステークホルダー概要（アメリカ（テキサス州）（2/2））

【規制当局（州）】 ※テキサス州の場合

① 環境品質委員会（Texas Commission of Environmental Quality: TCEQ）：石油化学の安全に関する規制を所管。

⚫ リスクマネジメントプラン（Risk Management Plan: RMP）：極めて危険な物質を使用する施設に策定が求められる（5年ごとに再
提出が必要）。

② 鉄道委員会（Railroad Commission of Texas: RRC）：電力、都市ガス、LPGの安全に関する規制を所管。

⚫ ガス：Texas Utilities Code Title 3 Gas Regulation, Section 121.201に基づいて運輸省（DOT）の規制を施行しており、ガ
スパイプライン施設の安全基準の採用、記録の維持等を行っている。

③ 代替燃料安全部（Alternative Fuels Safety Department: AFS）：RRCの監督の下、圧縮天然ガス、LPGの安全に関する規制
を執行。

④ テキサス公共事業委員会（Public Utility Commission of Texas: PUCT）：電気事業の設置、運営、保守のためのライン検査、トレーニング
プログラム、規則、ガイドラインの採用を実施。

⚫ 公共事業規制法（Public Utility Regulatory Act: PURA）、テキサス州行政コード（TAC）第25章の執行
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海外産業保安規制のステークホルダー概要（イギリス）

【規制当局】

① 安全衛生庁（Health and Safety Executive: HSE）：労働安全一般、各産業分野の安全に関する規制（下記）の所管

⚫ 労働安全一般：労働安全衛生などに関する法律（Health & Safety at Work etc. Act: HSWA 1974）、職場における健康と
安全の管理規則（Management of Health & Safety at Work Regulations 1999）、職場（健康、安全、福祉）規則
（Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992）等

⚫ 高リスク産業（化学、ガス、パイプライン、公益事業（LPGを含む））：Control of Major Accident Hazards Regulations 
2015（COMAH）、 The Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations 2002 (DSEAR)、The 
Pipelines Safety Regulations 1996、 Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016等

⚫ 電力：The Electrical Safety, Quality & Continuity Regulations 2002 (ESQCR) 等

⚫ ガス：Gas Safety Management Regulations 1996 (GSMR) 、 The Pipelines Safety Regulations 1996、Safety
Caseを通じた安全性確認

⚫ 石油化学およびガス・LPG産業の安全性に関する検査の実施（上記COMAHおよびHSEセクタープラン等に基づき専門のHSE検査
官が実施）

【第三者/認証機関】

① 英国認証機関認定審議会（United Kingdom Accreditation Service: UKAS）：圧力システムの検査・安全性評価を行う
「competent person」を認証

② 能力のある（権限のある）者（Competent person）:プラントのユーザ/所有者に選任され、検査スキームの作成・認証、スキームに基づ
く検査の実施を担う個人/法人。

③ 英国市場適合性評価機関（UK Market Conformity Assessment Bodies: UK MCAB）：ビジネス・エネルギー・産業戦略省
(Department for Business, Energy and Industrial Strategy: BEIS)監督下の機関で、圧力設備の検査・安全性評価を行う検査
機関を認証
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海外産業保安規制のステークホルダー概要（シンガポール）①

【規制当局】

① 環境庁（National Environment Agency: NEA）：石油化学分野の安全に関する規制である環境保護管理法（Environmental 
Protection and Management Act: EPMA）を所管。

② エネルギー市場庁（Energy Market Authority: EMA）：電力、ガス分野の安全に関する規制である電力法（Electricity Act）やガ
ス法（Gas Act）・ガス安全基準（Gas Safety Code）を所管。

⚫ 電力：電力事業ライセンスの付与等

⚫ ガス：Safety Case提出の義務付け

③ シンガポール市民防衛隊（Singapore Civil Defense Force: SCDF）：石油化学、ガス、LPG分野の安全に関する規制である火災
安全法（Fire Safety Act）等を所管。

⚫ 石油化学：緊急対応計画の提出義務付け

⚫ ガス：事業者（ライセンシー）に対する可燃性ガスの保護対策の報告義務付け

⚫ LPG：事業者（ライセンシー）へのLPGボンベの供給前の安全性チェックの義務付け、緊急対応計画の提出義務付け

④ 労働省（Ministry of Manpower: MOM）：労働安全（職場の安全）一般および主要ハザード設備（石油化学等を含む）における
安全に関する規制である職場安全衛生法（Workplace Safety & Health (WSH) Act）等を所管。

⚫ 石油化学等：Safety Case提出の義務付け（提出先はMHD）

⑤ メジャー・ハザード部門（Major Hazard Department: MHD）：MOMが主導する共同政府の部署で、NEA、SCDF、MOMの役員で
構成。石油化学、ガス分野の事業者から提出されたSafety Caseを基に、安全計画とリスクマネジメントの定期的な評価・見直し、対応を実
施。
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海外産業保安規制のステークホルダー概要（シンガポール）②

【法定機関】

① シンガポール認定協会（Singapore Accreditation Council: SAC）：石油化学、ガス、LPG分野の事業者に対する監査（職場安
全衛生法（WHS）に基づく）を行う機関を認証。

② PowerGrid Ltd：EMAからの任命を受け、電気工事や年次点検を実施する電気工事士の認可や天然・都市ガスのパイプラインネットワー
クの管理を実施。

③ 職場安全衛生協議会（Workplace Safety and Health Council: WSHC）：労働省（MOM）監督下の組織として、WSH規制
を施行。石油化学分野の事業者に対するリスク評価、LPG分野の圧力容器の検査のための認定審査員の派遣等を実施。
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海外産業保安規制のステークホルダー概要（ドイツ）
【規制当局】

① 労働社会省（Bundesministerium für Arbeit und Soziales: BMAS）：連邦レベルでの産業安全衛生全般に関する規制（労
働機器使用時の安全衛生保護に関する条例、労働安全衛生技術規則、ドイツ労働安全衛生法等）を所管。

⚫ 関連機器の運転前の試験実施の義務付け・運転許可証の付与、プラントの定期的な検査、雇用者に対するリスク評価の義務付け等

② 環境・自然保護・原子力安全省 （Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: BMU）：
主に石油化学、LPG分野の安全に関する規制を所管。

⚫ 化学プラントの安全要件に関する法律・規格の発行等（ドイツ排出ガス規制法等）

③ 環境庁（Umwelt Bundesamt: UBA）：主に石油化学分野に関連して、環境・自然保護・原子力安全省に対する研究支援、規則策
定のための委員会等への参加を通じたアドバイザリー等を実施。

④ 連邦経済・エネルギー省（Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: BMWi）：都市ガス分野の安全に関する規制を
所管。

⚫ パイプライン運転前の試験実施の義務付け・当局への通知（高圧ガス管に関する条例）等

⑤ 安全技術に関する連邦政府の中央事務局（Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik: ZLS)：ドイツの全州を対象に、
製品安全法、産業安全条例、ドイツ爆発物法（SprengG）、輸送可能圧力機器規則（ODV）などに基づき適合性評価を行う機関に対す
る認可を実施。

【法定機関】

① German Social Accident Insurance (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, DGUV)：ドイツ社会法VIIに基づき
認可された、産業部門（および公共部門）の法定傷害保険機関の包括的な組織。産業分野の労働安全は、労働社会省の規制および
DGUVの提供する社会保険の二重のシステムで担保されている。

② 認証機関（Deutsche Akkreditierungsstelle: DAkkS）：連邦政府、地方自治体、産業界が株主となる非営利団体。危険物質
条例、核分裂防止法、圧力機器指令、防爆などに基づく検査を含む、安全性やその他の問題に関して企業や製品の検査・認証を行う組織に
対する認定を実施。

【第三者/認証機関】

① 技術監視協会（Technischer Überwachungsverein, TÜV）：ZLSにより認可され、危険なプラントや設備の監督の一部を委任され
ている。主に高圧容器、パイプライン、原子力発電所などの施設の定期的な監督・管理を実施。
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海外産業保安規制のステークホルダー概要（フランス）

【規制当局（中央）】

① 労働・雇用・統合省 （Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion）：産業安全全般に関する規制（労働法（Code 
du Travail, CT）等）を所管。

② 環境省（Ministère de la Transition Ecologique）：エネルギー全般および有害物質の安全に関する規制（エネルギー法（Code 
d’Energie）、環境法（Code de l’Environnement）等）を所管。

③ リスク防止総局 （Direction générale de la prévention des risques）：MTEに設置されている機関で、様々な工学的設備に
対するリスク・危険性の特定と定量化、規制などの対応検討を実施。

【規制当局（地域）】

① 地域環境・開発・住宅総局（Direction Régionale Environnement Aménagement Logement, DREAL）：ガスや石油化
学に関連する産業施設の検査を実施。

② 地域機関（Syndicats des Energies）：GrDF（大手天然ガス販売会社）の活動に対して、主にインフラの監督や事故の確認などの
観点から監視。

【第三者/認証機関】

① フランス認定委員会（French Accreditation Committee: COFRAC）：産業全般における安全検査を実施する検査機関（民間
企業等）に対する認定を行う公認国家機関。

② 労働検査官：自治体（Direccte）の下で、労働法に基づく企業の監視を実施。特定の種類の機器やシステムに関する規則を遵守しているこ
とを確認するため、COFRACに認定された企業に対して技術的検証を行うよう命じることが可能。

【事業者】

① 各事業者：労働法および環境法等に基づくリスクアセスメントを実施（competent personや外部への委託を通じて実施）。
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日本 米国 英国 シンガポール ドイツ

産業保安ルールの特徴

概ね連邦法の内容を踏襲している
が、下記のような特徴がある。 （カ
リフォルニア州の事例）

１．州・労働安全衛生局
（Cal/OSHA）等による定期的な
検査・監査はあるものの、事業者が
リスクアセスメントから監査まで実
施する自主保安を基本としている。

２．自主保安を促す施策として、
OSHAが策定した自主保安認定
プログラム「VPP（Voluntary 
Protection Program)」が存
在。高いレベルの自主保安を実施
していると認定された企業は、
Cal/OSHA等の検査等の対象外と
なるメリットがある。なお、VPP認定
事業所の平均休業等傷病率
（DART率）は同産業の平均より
52%低い。

産業保安ルールの特徴

１. 事業者がリスクアセスメント実
施義務を負う体系となっている。

２．国の認定機関（UKAS）か
ら認定を受けた認証機関（複数
の民間企業が認証されている）等
が設備の第三者検査又は自主検
査を実施。

3. 具体的な実施基準については、
Approved Code of Practice等
の法的拘束力を持たない自主保
安のガイダンスとして整備されてい
る。

産業保安ルールの特徴

１．ガス・石油化学分野について
は、Safety Case の提出を通じ
た事業者による自主保安が原則で
ある。

なお、具体的な分析方法の選択
は事業者側に委ねられており、規
制当局からの要求はない。

セーフティーケースでは、把握された
リスク量を単純に低減させることでは
なく、あくまでもALARP原則に則っ
た説明を行うことが重視される。

２．セーフティーケースの内容の妥
当性の確認は規制当局の職員が
実施し、5年ごとに見直しが行われ
る。検査というよりは、企業側が自
らの取組・体制を積極的に説明を
するという位置づけである。

産業保安ルールの体系

産業保安は労働安全の枠組みの
中に位置づけられ、EU指令等を考
慮した上で、①「産業安全衛生規
則」、② 「危険有害物質規則」、③
「重大事故対策規則」等として法制
化されている。

①については、第三者認証機関若
しくは検査可能事業者（自主検
査となる）によって圧力容器等の
特定の機器設備や危険物の管理
が実施される。

②については、事業者による化学
物質等に関するリスクアセスメント
の実施と事故発生時の州への速や
かな報告が求められる一方、政府
機関等による検査は不要である。

③は州から承認を受けた機関や警
察・消防等による保安プロセスの
検査が義務付けられており、事故
発生時の州への速やかな報告が
求められている。

産業保安ルールの体系

事業者自らがリスク評価・ 対策検
討を行い、ALARP原則に則った
保安管理を行っている点について、
自己説明する義務が課されている。

※「ALARP原則」とは、リスクを合
理的に実行可能な水準まで低減
するという考え方。

※セーフティーケースはその項目とし
て、①プロセス安全評価（定性）、
②リスク評価（定量）、③安全管
理システム、④緊急対応計画、⑤
重大事故予防方針を含む。

産業保安ルールの体系

英国安全衛生庁(HSE)が保安規
制を「重大事故対策規則」などによ
り一元的に管轄しており、合理的な
産業保安規制を指向し、自主安
全活動の促進と展開を行っている。

①主要な産業設備においてセーフ
ティーケースの作成と提出が事業
者に義務付けられている。セーフ
ティーケースとは、「安全であるとの
抗しがたく包括的且つ有効な主張
を与える体系的な論証」であり、事
業者自身によって作成され規制当
局への説明に使われる。

②安全の説明に関してはALARP
（As Low As Reasonably
Practicable）原則に従っている
ことが求められる。リスクの評価、リス
ク対策の実施に必要な対価等を考
慮しつつ、厳格な評価を行うことが
求められている。

産業保安ルールの体系

プロセス安全管理（PSM: 
Process Safety 
Management）の仕組みを法律
化したものが基本となる。

※「PSM」とは、リスクアセスメント
に基いて設備等の設計・運転・保
全を実施することが安全に繋がる
との考えに基づき、事業者自らのリ
スクアセスメント結果をプラント設
計・運転等に反映するなど、化学
物質を保有する事業者に対して自
ら危機管理の履行を実施するよう
求める方法論である。

産業保安ルールの特徴

１. 事業者がリスクアセスメント実
施義務を負う体系となっている。

２．国の認定機関（DAkkS）
から認定を受けた認証機関や州の
製品安全局（ZLS）、労働安全
衛生委員会（LASI）等から認
定・承認を受けた機関（複数の民
間企業が認証されている）等が設
備の第三者検査又は自主検査を
実施。

産業保安ルールの特徴

一部自主保安を推進する措置が
実施されているものの、基本的に
個別規制が主体となっており、例
えば下記のような規制を事業者
に課している。(※下記のうち、産
業保安分野の各法律で規定され
る事項は異なる。）

（個別規制の例）
・都道府県等による設備検査
・設備設置・変更の許可
・設備の工事計画の届出
・保安規程の届出
・事業所の保安人員の選任
・設備に係る主任技術者の選任

保安高度化に取り組む事業
者への主な措置

○高圧ガス保安法関係
スーパー認定事業者制度
⇒IoT等の新技術の活用等の取
組を行う事業所について、完成検
査等の規制を合理化する制度

○電気事業法関係
定期安全管理検査の検査期間
延長に係るインセンティブ制度

○液石法関係
認定販売事業者制度
⇒集中監視システムを導入する事
業者につき、定期点検・調査の頻
度緩和等のインセンティブを措置す
る制度。
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イギリス
‘competent person’の定義（HSE）

能力のあるものとは、十分なトレーニングと経験、知識、およびその他の資質を
備えており、（産業保安管理を）適切に支援できる人のことである。 必要な
能力のレベルは、状況の複雑さと必要な特定の支援によって異なる。
（原文）
A competent person is someone who has sufficient training 
and experience or knowledge and other qualities that allow 
them to assist you properly. The level of competence 
required will depend on the complexity of the situation and 
the particular help you need.

(Source) https://www.hse.gov uk/involvement/competentperson.htm

圧力システム保安規制2000／公認実務規定・ガイダンス
The Pressure Systems Safety Regulations 2000

Approved Code of Practice and guidance

BS EN ISO/IEC 17020:2012の認定を英国認定機関（UKAS）から
受けることによって、検査部門、機関、自営業者の能力を示すことが出来る。
主要なシステムに対する検査計画資料の作成・認証や、検査の実施に
‘competent persons’として支援するために、認証を受けることが推奨され
る。

ドイツ
‘competent person’の定義

（産業安全衛生規則／作業設備使用時の安全衛生条例）
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von 

Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV)

定義
検査を実施する能力のあるものとは、専門的な訓練、専門的な経験、および
最新の専門的活動により、作業用機器を検査するために必要な知識を有す
る者である。

（原文）
§ 2 Begriffsbestimmungen
(6) Zur Prüfung befähigte Person ist eine Person, die durch 
ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre 
zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen 
Kenntnisse zur Prüfung von Arbeitsmitteln verfügt; 

(Source) https://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/BJNR004910015 html 
https://www gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/__2 html

フランス
‘competent person’の定義

（圧力機器および単純な圧力容器の運用中の監視に関する
2017年11月20日の指示）

Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous 
pression et des récipients à pression simples

有能な人物とは、事業者によって任命されたもので以下を行うことが出来るも
のである。設備設置時に基本的な安全要件への適合性を確認する。介入す
る。重要でない介入後の定期的な検査または管理中に、それらが提示する
障害を認識し、それらの重大性を評価する。事業者の責任の下で検査計画
を作成する。専門の技術ガイドで規定されているさまざまな規定の正しい運用
を確認する。

（原文）
Article 2
4. Personne compétente : personne, désignée par 
l'exploitant, apte à :
- vérifier lors de leur installation le maintien de la conformité 

des équipements et de leurs accessoires aux exigences 
essentielles de sécurité mentionnées aux articles R. 557-9-
4 et R. 557-10-4 ;

（以下省略）
(Source) https://www legifrance.gouv fr/jorf/id/JORFTEXT000036128632/

圧力設備の保安検査を担う能力を持つ主体（“Competent person”）

「圧力容器指令」
DIRECTIVE 2014/68/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 May 2014
on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment
Article 24 Requirements relating to notified bodies and recognised third-party organisations
Article 25 Requirements relating to user inspectorates 
7.   The personnel responsible for carrying out conformity assessment tasks shall have the following:
(a) sound technical and vocational training covering all the conformity assessment activities in relation to which the conformity assessment body has been notified;
(b) satisfactory knowledge of the requirements of the assessments they carry out and adequate authority to carry out those assessments;
(c) appropriate knowledge and understanding of the essential safety requirements set out in Annex I, of the applicable harmonised standards and of the relevant provisions of 
Union harmonisation legislation and of national legislation;
(d) the ability to draw up certificates, records and reports demonstrating that assessments have been carried out.

(Source) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0068

⚫ 欧州では「圧力容器指令」において、圧力容器の検査官に対する資質要件が記載されており、これが各国法の規制文書において能力のあるもの
（‘competent person’）と表現されている。（圧力容器指令における‘competent person’の用語定義はない。）

⚫ ‘competent person’の基準について法的な要求はなく、最終的には事業者の判断に委ねられているが、実務においては認定機関に認証され
た認証機関または同等の能力を持つ検査官が推奨・運用されている。







令和２年度産業保安等技術基準策定調査研究等事業(産業保安分野の規制に関する調査等事業)28

産業保安規制の体系

⚫ 産業保安の法体系としては主に、公衆衛生を保護するための施設外被害予防、労働者の健康を保護するための施設内被
害予防の二つの体系が中心となる。

⚫ 特に欧州ではEU Directiveを各国内法に展開する必要があり、類似の考え方が横展開されている。
⚫ リスクアセスメントについても両面からのアプローチが存在する。本調査においては主に公衆衛生保護の観点に着目する。

日本
JAPAN

アメリカ
USA

イギリス
UK

シンガポール
Singapore

ドイツ
Germany

フランス
France

施設外
被害予
防
Prevent
ion of 
Off-site 
conseq
uence

[High 
Pressure Gas]
高圧ガス保安法
（METI）

[City Gas]
ガス事業法
（METI）

[LPG]
液石法
（METI）

[Electricity]
電気事業法
（METI）

[High Pressure Gas, City 
Gas, LPG, Electricity]
CFR: Title 40. Protection 
of Environment
(EPA)
CFR: Title 49. 
Transportation
(DOT)

Administrative Code
(State Government)

[High Pressure Gas, City 
Gas, LPG, Electricity]
Directive 2012/18/EU 
(Seveso-III-Directive)
（Before BREXIT）
The Control of Major 
Accident Hazards 
Regulations 2015 (COMAH 
Regulations 2015)
The Offshore Installations 
(Safety Case) Regulations 
2005
（Health and Safety 
Executive）

[High Pressure Gas, City Gas, 
LPG]

Workplace Safety and 
Health Act(Major Hazard 
Installations)
(Ministry of Manpower)
Gas Act, Gas Safety Code
(Energy Market Authority 
(EMA))
Fire Safety Act
(Singapore Civil Defense 
Force (SCDF))

[Electricity]

Electricity Act
(Energy Market Authority 
(EMA))

[High Pressure Gas, City 
Gas, LPG, Electricity]
Directive 2012/18/EU 
(Seveso-III-Directive)
Twelfth ordinance for the 
implementation of the 
Federal Immission Control 
Act (Major Accidents 
Ordinance - 12th 
BImSchV) 
(Federal Ministry for the 
Environment, Nature 
Conservation and Nuclear 
Safety)

[High Pressure Gas, City 
Gas, LPG, Electricity]
Directive 2012/18/EU 
(Seveso-III-Directive)
LAW No. 2013-619 of July 
16, 2013 on various 
provisions for adaptation 
to European Union law in 
the field of sustainable 
development
(Ministry of Ecological 

Transition)

施設内
被害予
防
Prevent
ion of 
On-site 
conseq
uence

労働安全衛生法
（MHLW）

CFR: Title 29. Labor
(OSHA)
Administrative Code
(State Government)

Directive 89/391/EEC -
OSH （Framework 
Directive）（Before 
BREXIT）
The Management of 
Health and Safety at Work 
Regulations 1999
（Health and Safety 
Executive）

Workplace Safety and 
Health Regulations
(Ministry of Manpower)

Directive 89/391/EEC -
OSH （Framework 
Directive）
Health and Safety at Work 
etc. Act 1974
Ordinance on safety and 
health protection when 
using work equipment 
(Federal Ministry of 
Labour and Social Affairs  
(BMAS))

Directive 89/391/EEC -
OSH （Framework 
Directive）
Law n ° 91-1414 of 
December 31, 1991 
amending the Labour
Code and the Public 
Health Code with a view 
to promoting the 
prevention of occupational 
risks and transposing 
European directives 
relating to occupational 
health and safety
(Ministry of Labour, 

Employment and 
Integration)
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産業保安規制におけるリスクアセスメントの活用事例（イギリス）

The Control of Major Accident Hazards Regulations 2015
Part 3: Safety Reports for Upper Tier Establishments / Regulation 8: Purposes of safety reports

Every operator of an upper tier establishment must prepare a safety report for the purposes of—
(a)demonstrating that a major accident prevention policy and a safety management system for implementing it have been put into effect in accordance with the information set 
out in Schedule 3;
(b)demonstrating that the major accident hazards and possible major accident scenarios in relation to the establishment have been identified and that the necessary measures 
have been taken to prevent such accidents and to limit their consequences for human health and the environment;
(c)demonstrating that adequate safety and reliability have been taken into account in the design, construction, operation and maintenance of any installation, storage facility, 
equipment and infrastructure connected with the establishment’s operation which are linked to major accident hazards inside the establishment;
(d)demonstrating that an internal emergency plan has been prepared in accordance with regulation 12, which includes sufficient information to enable an external emergency 
plan to be prepared;
(e)providing sufficient information to the competent authority to enable decisions to be made regarding the siting of new activities or developments around establishments. 

(Source) https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/483/regulation/8/made

The Offshore Installations (Safety Case) Regulations 2005
Safety case for production installation
7.—(1) Subject to regulation 27, the operator of a production installation shall ensure that it is not operated unless—

(a)he has prepared a safety case containing the particulars specified in regulation 12 and Schedule 2;
(b)he has sent the safety case to the Executive at least 6 months (or such shorter period as the Executive may specify) before commencing the operation; and
(c)the Executive has accepted the safety case.

(Source) https://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/3117/made

⚫ イギリスではCOMAH規制のもと、一部の危険性の高い設備に対しては、Safety Report/Safety Case（リスクアセスメン
トを含む）の作成、規制当局への提出と承認を得ることを義務化している。
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産業保安規制におけるリスクアセスメントの活用事例（シンガポール）

Gas Safety Code
Chapter 1- Introduction / 1.1 Gas Safety Regulatory Framework

1.1.3 In Implementing the Framework:
(a) the relevant Licensee shall demonstrate to the Authority how the Licensee will eliminate or reduce the inherent risks in the Licensee's facilities or gas pipeline network to as 
low as reasonably practicable ("ALARP"), at periodic intervals or as and when there are material changes to the Licensee's facilities or gas pipeline networks;
(b) the relevant Licensee shall submit a gas safety case ("Safety Case") comparing risk assessments of the Licensee's facilities or gas pipeline networks and the activities the 
Licensee would be carrying out, and the measures adopted by the Licensee to effectively mitigate any identified risks to the public, gas consumers and the Licensee's employees 
at such a level that can be deemed to be ALARP; and 
(c) the relevant Licensee shall comply with the Safety Case

(Source) https://www.ema.gov.sg/cmsmedia/Gas%20Safety%20Code%202016.pdf

Fire Safety (Petroleum and Flammable Materials) Regulations
Part II- Licenses and Permits / Section 4- Application for license to store or keep petroleum or flammable materials

(3)  Every application for a license to store or keep any petroleum or flammable material or both at any premises shall be accompanied by the following documents:

(e)if required by the Commissioner, a quantitative risk assessment or any other risk analysis report on the storage or keeping of the petroleum or flammable materials at 
the premises from any person who in the view of the Commissioner is qualified to give such report;

(Source) https://sso.agc.gov.sg/SL/109A-RG7?DocDate=20180329#pr4-

⚫ シンガポールでは、一部の危険性の高い設備に対しては、Safety Caseにおけるリスクアセスメントの実施と規制当局（The 
Major Hazards Department (MHD) ）への提出が求めらる。
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VPP制度（アメリカ）

■ＶＰＰ制度の概要
ＶＰＰ（The Voluntary Protection Programs）は、効果的な安全衛生管理システムを実装し、それぞれの業界の労働統計局の全国平均

を下回る傷害および疾病率を維持している民間産業および連邦機関の雇用主および労働者を認める制度である。参加するには、雇用主は
OSHAに申請書を提出し、安全衛生の専門家チームによる厳格なオンサイト評価を受ける必要がある。VPP参加者は、プログラムにとどまるために
3〜5年ごとに再評価される。 VPP参加者は、VPPステータスを維持している間、OSHAプログラムによる検査を免除される。

（出典）https://www.osha.gov/vpp

OSHAのVPP＝Voluntary Protection Programs 
一定の評価を受けると、保安規制上等のインセンティブが得られる制度
一般的にOSHAではProactive Inspectionという形で事業所に対してランダムの抜き打ち検査を行っているが、VPPステータスを維持している間、特
別な事故・報告・苦情がない限りはOSHAプログラムによる検査を免除（対応コストの削減）されることに加えて、以下のようなメリットがあるとされる。
なお、VPP認定事業所の平均休業等傷病率（DART率）は同産業の平均より52%低い。

■ＶＰＰのメリット
➢ 社会的評価
VPPに認証されることによってステータスが得られ（企業による）、従業員、顧客やサプライヤーに対して、安全衛生にしっかり取り組んでいるという姿

勢を示すことができる。例えば、職場の安全衛生管理が優れていることによる従業員の離職率の低下が挙げられる。

➢ 生産性向上
認定を受けるための要件に安全成績を記録していることが重要な要件と位置づけられており、ＶＰＰ認定は3〜5年ごとに再評価される。例えば、

全国平均を下回る傷害および疾病率を達成することにより、結果として生産休止時間の減少等で生産性の向上が挙げられる。

➢ コスト削減
ＶＰＰ認定を受けることで、安全衛生管理システムを備えた模範的な職場であると公的に認証され、OSHAプログラムによる検査を免除等のコス

ト削減に繋がる便益がある。例えば、全国平均を下回る傷害および疾病率を達成することによる保険料の大幅な節約が挙げられる。
（出典）https://www.osha.gov/vpp
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VPP制度（アメリカ）

■Star
スタープログラムは、包括的で成功した安全衛生管理システムを備えた模範的な職場向けに設計されている。

 スタープログラムの企業は、それぞれの業界の全国平均以下の傷害および疾病率を達成
 Star認定サイトは、職場の危険を制御する能力においてself-sufficient
 Star認定は3〜5年ごとに再評価されるが、インシデント率は毎年見直し

■Merit
メリットはスターへの効果的な足がかりである。 メリットサイトには優れた安全衛生管理システムがあるが、これらのシステムが
優れていると判断されるには、いくつかの改善が必要とされている。例えば、Starステータスの要件である、業界の全国平均
以下の傷害および疾病率を達成できないなどの項目が一つでもある場合には、Meritステータスとなる。
 メリットサイトは、各サイトに合わせた目標を達成し、3年以内にスターの品質を達成する可能性とコミットメントが示されている
 オンサイト評価は18〜24か月ごとに行われる
 各サイトは1つの3年の任期に制限され、労働安全衛生労働長官によって承認されれば更新される

■Star Demonstration
スターデモンストレーションプログラムは、スター品質の安全衛生保護を備えた職場向けに設計されており、現在のスターの資
格とパフォーマンス要件の代替案をテストするために設計されている。
 スター要件の変更については、有望で成功したプロジェクトから検討
 スターデモンストレーションプログラムの参加者は、12〜18か月ごとに評価

（出典）https://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/factsheet-vpp.pdf

ＶＰＰ認定のステータス
VPP認定は、達成している安全性の程度によって、Star、Merit及びStar Demonstrationの３つのステータ
スにOSHAによって格付けが行われる。
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SHARP制度（アメリカ）

OSHAのSHARP＝Safety & Health Achievement Recognition Program
中小企業を対象として、一定の評価を受けると、保安規制上等のインセンティブが得られる制度
オンサイトの従業員数が250人以下で、企業全体の従業員は500人未満の中小企業を対象として、模範的な安全と健康プログラムを維持する
SHARP要件を満足することにより、以下のようなメリットがあるとされる。

■SHARP制度の概要
SHARP（Safety & Health Achievement Recognition Program）は、OSHAの安全衛生プログラム管理ガイドラインに従う安全衛生プロ

グラムを実施し、維持され、それぞれの業界のDART率およびTRC率をの全国平均を下回る傷害および疾病率を維持している、オンサイトの従業員数
が250人以下で、企業全体の従業員は500人未満の中小企業を認める制度である。参加するには、OSHAにコンサルタントの訪問を要請し、コンサ
ルタントのオンサイト評価を受ける必要がある。なお、OHSAによるオンサイト評価は無償で実施される。SHARP参加者は、SHARPステータスを維持し
ている間、OSHAプログラム検査から最長2年間の免除を受け、その後SAARPの更新を最長3年間要請することができる。

（出典）https://www.osha.gov/sharp

■SHARPのメリット
➢ 社会的評価
SHARPに認証されることによってステータスが得られ（企業による）、従業員に対して、安全衛生にしっかり取り組んでいるという姿勢を示すことがで

きる。例えば、職場の安全衛生管理が優れていることによる従業員の離職率の低下が挙げられる。

➢ 生産性向上
SHARP認定を受けることで、安全で健康的なより良い職場環境を達成でき、従業員の士気を高めるとともに、労使間のコミュニケーションの改善が

図られ、作業と生産を円滑に進めることができるため、生産性の向上が挙げられる。

➢ コスト削減
SHARP認定を受けることで、安全衛生管理システムを備えた模範的な職場であると公的に認証され、OSHAプログラムによる検査を免除等のコス

ト削減に繋がる便益がある。例えば、全国平均を下回る傷害および疾病率を達成することによる保険料の節約が挙げられる。
（出典）https://www.osha.gov/vpp
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二次利用未承諾リスト

"Guide technique　Application de la classification des substances
et mélanges dangereux à la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement"(France) 表紙イメージ

"CORE ELEMENTS OF THE SAFETY AND HEALTH PROGRAM RECOMMENDED
PRACTICES"(USA OSHA)　抜粋イメージ

"Guidance on risk assessment for offshore installations"(UK HSE)
抜粋イメージ

タイトル

"Safety case technical guide"(Singapore MOM)　抜粋イメージ

令和２年度産業保安等技術基準策定調査研究等事業(産業保安分野の規制に関す
る調査等事業)報告書

令和２年度産業保安等技術基準策定調査研究等事業(産業保安分野の規制に関す
る調査等事業)

株式会社三菱総合研究所

"Vollzugshilfe zur Störfall-Verordnung"(Germany) 表紙イメージ

"Der Sicherheitsbericht nach Störfall-Verordnung"(Germany)　表紙イ
メージ

"Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques
majeurs (EAT-DRA-76)"(France)　表紙イメージ

"RISK MANAGEMENT PLAN RMP eSUBMIT USERS MANUAL"(USA EPA) 表紙イ
メージ

"Directive 2012/18/EU (Seveso-III-Directive)"(EU)　抜粋イメージ

"Safety Management Requirements for Defence Systems"(UK Ministry
of Defence)　表紙イメージ

"Using safety cases in industry and healthcare"(UK HSE) 表紙イメー
ジ
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